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1．はじめに

現在、わがI刊では少子化の進行、家庭獲育機能と地域のf育て堆盤の脆弱化、児菰虐待問題の

顕在化など子どもの養育に関連する課題は山積しており、子どもと家族を取り巻く環境は危機的

状況にあるといって過言ではない。また、乳幼児の教育・保育を提供している保育所、幼稚園に

ついて見てみると、保育所では待機児墳数が2．3ﾉｧ人存在する一方、幼稚園利川児通は10年間

で10万人減少しており、保育所・幼碓園のあり方が今Hのニーズに適切に対応しているとはい

えずそのあり方が問われている。一方、地域の子育て堆然が脆弱であることを背景に、特に家庭

でO～2歳の子どもを育てている親への支援、すなわち子育て支援が必要とされている。

このような状況を背景に、「就学前の子どもに関する教育、保育淳の総合的な提供の推進に関

する法律（以下『認定こども|刺法』と略す)」（平成18年法律第77号）が制定され、認定こども

|刺が成立した。その機能は大きく二つに分けられる。一つは、保育に欠けるfども、欠けない子

どもをともに受け入れて教育・保育を一体的に行う機能、もう一方は、すべての家庭を対象に、

子育て不安に関する相談や親子のつどいの場等を提供する機能である。なお、認定こども園は、

保育所でも幼稚園でもない第三の施設として‘没けられるものではなく、保育所と幼稚l刺が有する

機能を活用し、さらに、それぞれにはない機能を付加することによって認定を受ける制度である。

また、認定こども別は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁瞳型の4類咽、7種額の施設

が設髄できるようになっており、その認定j‘§準は国の指針に雄づき、部道府県の条例において職

員配箭、職員資格、施設設備、教育・保育の内容などが具体的に定められている。

一方、認定こども園制度は規制緩和の側面が強く懸念材料もある。まず、幼稚|刺・保育所いず

れの認可も有しない施設が認定こども園として認定できるようになっている。つまり、幼稚l刺設

置基邸、児瞳福祉施設妓低基準など従来の法令の於準を満たしていない施設が、認定こども|刺と

して制度の中に位撒づけられるようになったのである。次に、直接契約制の導入である。従来保

育所は、市町村を介して契約するものであり、保育料も市町村が徴収していたが、認定こども|劇
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